
◇次の６校での受付開始については， 

緊急事態措置期間の翌日（平日）に延期します。 
学校名 住      所 電 話 番 号 

西  京 〒604-8437  中京区西ノ京東中合町１ （０７５）８４１-００１０ 

京都工学院 〒612-0884  伏見区深草西出山町２３ （０７５）６４６-１５１５ 

堀  川 〒604-8254  中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町６２２－２ （０７５）２１１-５３５１ 

日吉ケ丘 〒605-0000  東山区今熊野悲田院山町５－２２ （０７５）５６１-０７１０ 

紫  野 〒603-8231  北区紫野大徳寺町２２ （０７５）４９１-０２２１ 

塔  南 〒601-8348  南区吉祥院観音堂町４１ （０７５）６８１-０７０１ 

※受付は平日の午前９時から午後３時までです。 

◇下記の条件を満たす団体が施設をご利用できます。 

① 京都市に所在地を有している団体 

② スポーツ活動を目的とする構成員１０人以上の団体 

③ 成人を責任者とし，上記開放校の開放事業運営委員会に登録した団体

◇ ご利用の手続について

ご利用を希望される上記開放校で手続をしてください。 

開放日時，実際のご利用についてのお問合せ等も上記開放校にお願いします。 

今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては，体育施設開放を中止する場合があります。 

京 都 市 教 育 委 員 会 

【担当課】体育健康教育室（学校体育担当）℡:（０７５）７０８－５３２２／FAX:（０７５）５５１－９５５１ 

京都市では，社会体育活動の推進を図ることを目指し，気軽にスポーツに親しむ場として，京都市立

高等学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で，幅広く市民の皆様に開放しています。 

この度，京都府等に対して，新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が延長

され，京都府知事から令和３年５月３１日までの期間において京都府全域への緊急事態措置が要請され

たことを受けまして，５月６日（木）から開始するとしておりました本事業の受付につきましては，

緊急事態措置期間の翌日（平日）※ からの開始と変更いたします。 

※ ６月１日（火）から受付開始予定（５月７日現在） 

※①～③のすべてを満たした団体がご利用できます。
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